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謹賀新年
（公財）栃木県生活衛生営業指導センター　理事長　加賀田　敏　雄
　新年明けましておめでとうございます。皆様方には健やかに新春をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　さて、昨年は、９月に「生衛法制定65周年等記念大会」を開催し、オミクロ
ン株と共生できる強い生衛業への体質強化、組合活動の活性化と組合加入促進
などを全会一致で決議し、盛会裡に終了することができました。これもひとえ
に皆様方の絶大なご協力の賜と厚く御礼申し上げます。

　さて、我々生衛業を取り巻く環境は、コロナ禍の３年間で、大きく変わりました。特に、デジタル化、
オンライン化が急速に進展し、テレワーク、オンライン会議は当たり前となるなど、我々の経営環境は、
今後、益々、変化を余儀なくされるものと思われます。
　しかし、このような潮流の中にあって我々生衛業が忘れてはいけないことは、生衛業の基本である「お客様と対面での
アナログサービスが重要」だということです。このことを肝に銘じつつ、時代の変化に対応していただきたいと思います。
　結びに、皆様方の益々のご健勝とご繁栄並びに、コロナの克服により生衛業界を取り巻く経営環境が好
転することをご祈念いたしまして年頭のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ
栃木県保健福祉部長　仲　山　信　之

年頭にあたり、謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
生活衛生関係営業者の皆様には、本県の生活衛生行政をはじめ、保健福祉行

政の推進に多大なる御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、新
型コロナウイルス感染症につきましては、依然として予断を許さない状況が続
いておりますが、感染の発生当初から感染拡大防止の取組に多大なる御尽力を
いただいていることに対し、改めて感謝申し上げます。

県といたしましては、保健・医療提供体制の整備やワクチン接種促進に向けた取組を着実に進めるなど、国
や市町、関係機関等と緊密に連携しながら、県民の命と健康、暮らしを守るため、必要な対策に万全を期して参
りますので、皆様方におかれましても、引き続き、基本的な感染防止対策の徹底に御協力をお願いいたします。

さて、皆様には、今般のコロナ禍においても、消費者懇談会や後継者育成事業等、業界の発展に向けた各種事業
をはじめ、衛生水準の維持向上に積極的に取り組んでいただいております。今後とも、衛生水準の維持・向上に努め
ていただくとともに、組合活動を通じ地域社会の発展にも貢献されますことを大いに期待するものであります。

県といたしましても、生活衛生同業組合への支援など各種施策を着実に推進して参りますので、更なる
御支援、御協力を賜りますようお願いいたします。
「卯年」は、十二支の４番目に当たり、芽を出した植物が目に見えて大きく成長する時期といわれております。令

和５（2023）年が、皆様にとって素晴らしい年となりますことを祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。
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　１月６日、指導センター加賀田理事長、山本副理事長、三井副理事長、柳特相部会長、田辺専務理事は、
恒例となりました福田富一知事への年始挨拶廻りを実施し、県の景気対策やコロナ禍における組合員の現
状などについて意見交換を行いました。また、県保健福祉部長、県議会議長、宇都宮市保健所長、日本政
策金融公庫宇都宮支店、県中小企業団体中央会なども訪問して新年の挨拶を行いました。

新年挨拶廻りを実施しました
センターからのお知らせ

新年のご挨拶
日本政策金融公庫宇都宮支店長　城　　　龍二郎

令和５年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原材料価格の高騰、人件

費の上昇、そして人手不足など、生活衛生関係営業を営む皆様方にとって、大
変厳しい経営環境だったと存じます。このような状況においても、感染予防対
策に万全を尽くしながら営業を続け、地域経済を支えるとともに“地域の賑わい”
を守る皆様方に、心から敬意を表します。

足元では、観光支援事業やインバウンド観光客の受入れが再開するなど、感染対策と経済活動の両立に
向けた前向きな動きも活発化してきております。栃木県におきましても全国旅行支援「いちご一会とちぎ旅」
が2023年も継続され、観光需要を中心とした景況の改善が期待されるところです。

皆様方におかれましては、これまで通りの衛生管理と、たゆまぬ営業努力によってこの難局を乗り越え、
地域活性化の牽引役としてますますご活躍されることをご期待申し上げるとともに、本年がコロナ脱却を
果たす一年となり、皆様方のご商売の飛躍につながる年となることを心よりお祈り申し上げます。

私ども日本政策金融公庫といたしましては、コロナ禍の影響を受けた方々へのご融資、公庫借入の借換え・
条件変更などにきめ細やかに対応していくことはもちろん、事業拡大に向けた設備投資、創業や事業承継
のご支援にも積極的に取り組んでまいります。

また、経営工夫事例を掲載した『生活衛生だより』の発行や各分野の専門家を講師に招いた『課題解決
セミナー』の開催など、経営に役立つ情報発信にもより一層力を入れ、コロナ禍からの復活に向けて、前
向きにご商売を展開される方々のバックアップに、これまで以上に努めてまいる所存です。

結びに、本年が皆様方にとって実り多く、そして何より商売繁盛の一年となりますよう祈念いたしまして、
年頭のご挨拶とさせていただきます。

福田知事と指導センター役員 仲山保健福祉部長（中央）と指導センター役員
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　普段より（公財）生活衛生営業指導センター様はじめ、県内各生活衛生同業組合様・組合員の皆様方には、
「よろず支援拠点事業」にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。本年もよろしくお願いいたします。
　おかげさまで開設９年目を迎えた「よろず支援拠点」ですが、私たちの努力不足からか、いまだに「こ
ちら栃木県よろず支援拠点と申します」とお電話をおかけすると「よろず屋さん？？？」と、怪訝な対応
をされることも少なくありません。そこで、この稿では「よろず支援拠点」（以下「よろず」）について、
改めてご案内させていただきます。

１．そもそも「よろず」ってなに？
　「よろず」は経済産業省が全国に設置した中小・小規模事業者向
けの、経営に関するお悩みの公的なワンストップ相談窓口です。栃
木県では28名の専門家が、補助金申請や商品開発、Web・SNSなど
広報戦略、資金繰り対策など、わかりやすく・丁寧に、成果が出る
まで「何度でも」「無料で」助言いたします。

２．実はみんな結構利用している「よろず」
　開設当初は利用者数も限定的でしたが、毎年、認知度向上とともに相談対応実績は右上グラフのように
増加しています（全国値）。栃木県の「よろず」でも月800件以上のご相談に対応しており、業種はサービ
ス業や飲食業が全体の50％弱、規模的には従業員数５名以下の小規模企業が全体の60％弱、アンケートに
よる満足度調査では全体の94％が満足と評価いただいています。リピーターも多く、よろずを顧問の事務
所のように、毎月・定期的にご利用される方も少なくありませんョ。

３．「よろず」の活用方法
○　拠点にお越しいただくだけでなく、多様な相談方法に対応します。拠点（宇都宮市ゆいの杜）や各

地サテライト拠点での対面相談、電話・メールでのご相談、事業所への訪問相談、リモートでの相談
にも対応します。

○　支援の範囲は窓口相談、アドバイスまで。事業者が行なう取組を側面からサポートします。HP制作、
計画書・補助金申請書作成など委託業務は支援対象外になります。

　以上、「よろず」の基本情報をお知らせしました。いかがですか？コロナ禍や原材料・燃料価格の高騰、
賃上げ・雇用問題、コロナ融資の返済・資金繰りなど、複合的な課題が皆さんの経営を圧迫している今日、
経営のお悩み事があればお気軽に「よろず」にご一報を！詳しくは「栃木県よろず支援拠点」で検索くだ
さい。お待ちしております！

経営のお悩み、お気軽に「よろず支援センター」をご活用ください
栃木県よろず支援拠点チーフコーディネーター　須田　秀規
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　生活衛生同業組合協議会鹿沼支部では12月13日（火）、
鹿沼市内の「そば割烹日晃」において管理栄養士の間庭
昭雄先生を講師にお迎えして「健康のために今からでき
ること」（フレイル予防）をテーマに経営講習会を開催
しました。
　今回、組合員が高齢化している現状を踏まえ、健康寿

命を延ばすために役立つテーマを選びました。フレイルとは、加齢により心身が老い衰えた状態のことで
あり、フレイルに早く気づくことや正しく介入（治療や予防）することが大切といわれています。フレイ
ル予防の３つのポイントは栄養、身体活動、社会参加であり、それには歯の健康も重要です。運動習慣や
生活習慣病のリスクとなる食生活、三大栄養素摂取バランス等の内容は実践的で、受講者は熱心に聴き入っ
ている様子でした。
　講習後には参加者から質問や相談も寄せられ、好評でした。この講習会が日々の食生活や生活習慣を見
直すきっかけとなり、健康経営の一助となれば幸いです。

　協議会宇都宮支部は、令和４年11月29日（火）公益財団法人宇都宮市医療保健事業団会館において、宇
都宮税務署の井上先生を講師に迎え、「インボイス制度について」と題した経営講習会を開催しました。
　消費税の基本的な仕組みやインボイス制度の概要を説明するＤＶＤ上映後、講師から補足として、登録
を受けるかどうかの判断や登録する場合の方法など、経営者目線で疑問を解決する形での説明があり、み
な熱心に聞き入っていました。
　質疑応答の時間はもちろん、講習会終了後も個人的に講師の先生に質問をする光景が見られるなど、実
りある経営講習会となりました。
　今回の経営講習会により、インボイス制度についての理解を深めて、日々の営業に役立てていただけれ
ば幸いです。

　協議会佐野支部は、美容業生活衛生同業組合佐野支部との共催により、12月12日（月）にホテルサンルー
ト佐野において、栃木県消費生活リーダー連絡協議会佐野支部の皆様11名、佐野日本大学短期大学の皆様
３名をお招きし、消費者懇談会を開催しました。
　前半は、講師に栃木県生活衛生営業指導センター羽石事務局長を迎え、「生活衛生営業及びＳマークにつ
いて」と題した講演を行いました。Ｓマークは安心・安全・
清潔を約束し、店選びの指標になるという説明がありました。
　後半は、講師にPOLA THE BEAUTYアピタ足利店の和田
先生と大西先生を迎え、「冬のスキンケアについて」と題し
た講演を、実演を交えて行いました。自分の肌に合った化粧
品の選び方やフェイスマッサージについて解説があり、皆さ
ん熱心に聞き入っていました。
　最後に、肌の悩みや髪の毛のお手入れ方法などについて活発な意見交換が行われ、大変有意義な懇談会
となりました。

支部だより

支部だより

支部だより

フレイル予防講習会を開催（鹿沼支部）

インボイス講習会を開催（宇都宮支部）

消費者懇談会を開催（佐野支部）
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県生活衛生課長への支援要請活動 支援要請書を手渡す加賀田理事長

　11月10日、12月８日、栃木県めん類業生活衛生同業組合（髙久光男理事長）は、宇都宮短期大学附属高
等学校調理科の１年生を対象にそば打ち体験授業を開催しました。
　まず、生徒は、組合員６名の指導の元、10班に分かれてそば打ち体験を行いまし
たが、そば打ちが初めてとは思えない手さばきで、出来栄えも良く、最後はニラそば
にして美味しく試食していただきました。また、両日とも「めん打ちクラブ」から２名が
参加され、部活動の成果を発揮できたことで自信につながったものと思います。
　めん組合は、この事業がそばの美味しさや蕎麦店のイメージアップに役
立つとともに、将来のキャリア形成や職業選択つながることを願っています。

　クリーニング組合では、11月８日～12月13日に宇都宮支部大和総業㈱ヤマ
トリフレッシュサービスの協力を得て、足利市の「ケアハウス天王」において
訪問クリーニングボランティア活動を実施いたしました。今回は入居者様の
寝具の無償クリーニングを行い、掛布団や毛布など様々な寝具のご依頼をい
ただきました。実施後には、「普段なかなか洗えない物なので嬉しかった。」「と
ても気持ちよく眠れた。」と入居者様をはじめ施設職員の方々にも大変喜んで
いただけました。また、施設職員の方々との懇談では、昨今の高齢者施設の現状なども知ることができました。
　今後、クリーニング業界は地域社会とどのように関わっていくべきか、また需要拡大の一つとしてこの
事業を継続していきたいと思います。

高校生そば打ち体験授業を開催（めん組合）

訪問クリーニングボランティア活動を実施
（クリーニング組合）

組合だより

組合だより

　11月14日、加賀田理事長をはじめ指導センター幹部役員は、県庁と宇都宮市を訪問して、コロナ禍にお
ける生衛業への支援の充実と組合ネットワークの維持・強化等に関する、知事、県議会議長、宇都宮市長
への要請活動を実施しました。
　県生活衛生課 八木沢課長からは、「指導センターへの財政支援は、要請に応えられるよう予算要求して
いく。また、物価高に関しては物価高対策支援金制度の創設など、業界を積極的に支援して参ります。」と
の回答をいただきました。
　宇都宮市生活衛生課 鈴木課長からは、「現在、宮のトク×トクチケット（プレミアム付き商品券）や水
道基本料金の減免などに取り組んでおり、今後も、引き続き、市民生活にとって重要な生衛業を支援して
いく。」との力強いお言葉をいただきました。

支援要請活動を実施
センターからのお知らせ
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　ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬期に流行します。
　ノロウイルスは手指や食品などを介して、口からの感染後、人の腸管内で増殖し、嘔吐、下痢、腹痛
などを起こします。軽症で回復する場合もありますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐物
を誤って気道に詰まらせてしまい命の危険を伴うことがあります。
　ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、発症してしまうと治療は輸液などの対症療法に限ら
れています。ノロウイルスは10～100個という非常に少ない量でも他に感染を広げてしまう可能もあ
りますので、感染しないよう、させないよう、日頃から次の予防対策を徹底しましょう。
〇食事の前やトイレの後などには、必ず石けんで手を洗いましょう。なお、ノロウイルスはアルコール
消毒では、十分な効果が得られないことがあるといわれています。こまめな手洗いが自分自身や家族
をノロウイルスから守る効果的な手段です。
〇下痢や嘔吐等の消化器症状がある方は、調理などの食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
〇発症者の便や吐物を処理する場合は、手袋、マスク、エプロン等を装着し感染予防対策を講じた上で、
次亜塩素酸ナトリウム等により適切かつ速やかに行いウイルスの汚染を広げないようにしましょう。
〇特に、子どもやお年寄りなど抵抗力が十分でない方は、加熱が必要な食品は中心部まで十分加熱して
食べましょう。また、調理器具等は使用後に洗浄、消毒しましょう。

栃木県栃木県
からのからの
おお知知らせらせ

冬期に多く発生するノロウイルスノロウイルスによる
感染性胃腸炎感染性胃腸炎や食中毒食中毒に要注意！

～食中毒に関するお問い合わせ先～
栃木県保健福祉部生活衛生課　食品安全推進班　電話028（623）3114

▼ノロウイルスの電子顕微鏡写真
（撮影：東京都感染症情報センター）

「石けんを使って こまめに手を洗うこと」が、きわめて重要です！

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらをよくこする

手の甲をよくのばすようにこする 指先、爪の隙間を念入りにこする

指の間、付け根を洗う親指を手のひらでねじり洗い

手を洗うタイミング：●トイレに行った後 ●調理室に入る前 ●別の調理作業に入る前 ●料理の盛り付け作業前 等

手首も忘れずに洗う
①～⑥まで２回繰り返し洗ったら、流水で十分にすすぎ、
濡れた手は、ペーパータオルなどで水分をよく拭き、手指に消毒用アルコールを噴霧してよくすりこむ。

①～⑥を２回繰り返す

① ② ③

④⑤
⑥

ノロウイルス
食中毒予防
の４原則

持ち込まない
調理する人の健康管理の徹底

調理器具の洗浄、消毒
（煮沸、次亜塩素酸ナトリウム液）

調理器具の洗浄、消毒
（煮沸、次亜塩素酸ナトリウム液） 食品の適切な加熱

（商品の中心温度85～90℃で90秒以上）

手洗いの徹底 室内環境の
清掃・消毒

トイレの定期的
な洗浄・消毒加熱する

拡げないつけない

ノロウイルスの
情報はコチラ
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国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp

税務署からのお知らせ
令和４年分の申告と納税は期限内に！

マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告！
≪令和４年分確定申告から≫
〇申告の際に必要なマイナンバーカードの読み取り回数が１回になります。（過去にマイナンバーカード方

式で申告をされた方が対象です。）
〇青色申告決算書・収支内訳書の作成が、スマホ専用画面で可能になります。

●令和４年分の申告と納税は、期限内にお願いします。
所得税及び贈与税 消費税（個人事業者）

申告及び納期限 　　　　３月15日（水） ３月31日（金）
振　　替　　日 所得税：４月24日（月）

贈与税：口座振替は利用できません ４月27日（木）
※確定申告会場等の情報については、国税庁ホームページをご確認ください。

動画で見る確定申告

≪動画で見る確定申告≫

マイナポータル

≪マイナポータル連携≫

確定申告

≪確定申告書等作成コーナー≫

　栃木県をフランチャイズエリアとして活動しているプロバスケットボールチームの宇都宮ブレックスです。昨季はＢ
リーグチャンピオンに輝き、見事日本一となることができました。
　2022年10月から新シーズンが開幕し、２連覇を目指してチーム一丸となって戦っています。そして、宇都宮ブレック
スでは応援していただけるサポートショップを募集しています。ご登録いただくと、ブレックスのポスターとオリジナ
ルのぼり旗をお送りさせていただきます。是非店舗に掲示していただき、ブレックスと一緒に地域を盛り上げ、情報を
発信し、共に日本一を目指しませんか。ブレックスを通して貴店とファンがつながり、ふれあいが生まれる。「せっかく
食事・買い物をするなら応援店舗で」とファンの声から生まれたサポートショップです。
　年会費は無料。詳しくは「宇都宮ブレックス　サポートショップ」で検索し、公式ホームページをご確認ください。

（宇都宮ブレックス　https://www.utsunomiyabrex.com/supportshop/）

宇都宮ブレックス「サポートショップの申し込みについて」

指導センターからのお知らせ 募集中
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公益財団法人
栃木県生活衛生営業指導センター
特別会員

謹賀新年謹賀新年

㈱ミヤパック
〒322-0016　鹿沼市流通センター34
TEL 0289-76-1901
梱包資材及び機器の販売等

日東皮革㈱
〒340-0017　埼玉県草加市吉町3-4-56
TEL 048-927-3521
太鼓向け革製品の製造

栃木県遊技業協同組合
〒320-0804　宇都宮市二荒町5-19
TEL 028-634-6655
パチンコ業界の組合組織

㈱横倉本店
〒321-0911　宇都宮市問屋町3172-6
TEL 028-656-7777
酒類・食料品卸売業、プライベート商品の開発販売

㈱広沢鉄工所
〒328-0017　栃木市錦町2-18
TEL 0282-22-0537
浴場設備の製作、鋼構造物及び金属・鍛造工事

伴印刷㈱
〒320-0024　宇都宮市栄町6-10
TEL 028-622-8901
印刷等

大江戸温泉物語㈱ ホテル鬼怒川御苑
〒321-2521　日光市藤原1-1
TEL 0288-77-1070
ホテル（旅館ホテル組合員）

㈱松井ピ・テ・オ・印刷
〒321-0904　宇都宮市陽東5-9-21
TEL 028-662-2511
印刷等

㈱ホテルニューイタヤ
〒320-0811　宇都宮市大通り2-4-6
TEL 028-635-5515
ホテル（旅館ホテル組合員）

㈱栃木県畜産公社
〒321-3303　芳賀郡芳賀町稲毛田1921-7
TEL 028-616-2781
家畜及び食肉の販売の受託、と畜場の設置運営等

㈱ミツウロコヴェッセル北関東支店
〒329-1105　宇都宮市中岡本町2857-8
TEL 028-673-8100
各種エネルギー事業、「ミツウロコでんき」窓口

㈱丸治
〒320-0034　宇都宮市泉町1-22
TEL 028-621-2211
ホテル（旅館ホテル組合員）

㈱エスプランズ
〒329-1233　塩谷郡高根沢町飯室458
TEL 028-688-7233
デジタルマーケティング、オンライン事業

㈱ピュアリンクス
〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-8-1 栄ビル3階-C
TEL 03-6228-6878
除菌・消臭剤セイバーJIN等　衛生商品の販売

日本たばこ産業㈱宇都宮第一支店
〒321-0945　宇都宮市宿郷1-8-25
TEL 028-651-3800
たばこ販売、分煙コンサルティング

フィリップモリスジャパン（同）
〒100-6190　東京都千代田区永田2-11-1 山王パークタワー22階
TEL 03-3509-7991
たばこ（PMI製品）販売、マーケティング

東芝テック㈱栃木支店
〒321-0968　宇都宮市中今泉3-12-14
TEL 028-636-2111
POSレジ・店舗機器や複合機等オフィス機器の販売
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